
第 63 回定時株主総会 

その他の電子提供措置事項 

（交付書面省略事項） 

①事業報告

会社の体制および方針

「取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するた

めの体制その他株式会社の業務ならびに当該株式会社およびその子

会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制」 

「会社の支配に関する基本方針」 

「剰余金の配当等の決定に関する方針」 

②連結計算書類

「連結株主資本等変動計算書」

「連結注記表」

③計算書類

「貸借対照表」

「損益計算書」

「株主資本等変動計算書」

「個別注記表」

④監査報告

「計算書類に係る会計監査報告」 

（2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日まで） 

上記の事項につきましては、法令および当社定款の定めに基づき、書面 

交付請求をいただいた株主さまに対して交付する書面には、記載しては 

おりません。  

なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、 

株主の皆さまに電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した 

書面を一律でお送りいたします。 



会社の体制および方針 

⑴ 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務ならびに当該株

式会社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制

 当社は、2006年５月19日開催の取締役会において、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す

るための体制その他株式会社の業務ならびに当該株式会社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保

するために必要な体制（以下「内部統制システム」という。）整備の基本方針について決議し、2022年６月29日開催の

取締役会において、一部改定する決議をいたしました。 

①当社および当社子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

1) 企業集団として、コンプライアンスや情報セキュリティなどを含めた理念の統一を保つために大真空グループ内

部統制基本方針を定め、当社子会社にも展開するものとする。

2) コンプライアンス体制の基礎として、企業理念および行動基準ならびにCSR行動規範を定め、周知徹底を図るとと

もに、当社子会社にも展開するものとする。

3) コンプライアンス体制の展開のために各種規程、手順書、マニュアル等を定め、取締役および使用人に周知徹底を

図るものとする。

4) 内部通報規程に基づきコンプライアンスに関する相談室および内部通報窓口を設置し、当社における法令遵守そ

の他コンプライアンスに抵触する重大な事実を発見した者は、直ちに上記窓口に通報するものとし、上記窓口は取

締役会ならびに監査等委員会に報告する体制を整えるものとする。当社子会社においても、法令遵守その他のコン

プライアンスに抵触する重大な事実を発見した場合には、当社内部通報窓口に直接通報可能な体制を構築するも

のとする。

5) 関係する法令等の遵守および企業倫理を励行し、企業理念に適った企業活動を行うとともに、社会から信頼される

企業となるために、全社的なコンプライアンス教育を定期的に実施するものとする。

6) 反社会的勢力に対しては、毅然とした対応をとり、一切関係を持たない。事案が発生した場合は外部専門機関と連

携して対処するものとする。

＜① 運用状況＞ 

・大真空グループ内部統制基本方針を定め、グループ会社に展開するとともに、CSR行動規範についてもグループ会

社へ周知徹底を図っております。

・当社においては、CSR行動規範等の周知活動として、毎年１回全社的なコンプライアンス教育や階層別でのコンプ

ライアンス教育を実施しております。

・当社においては、全従業員を対象にCSR行動規範セルフチェックを実施し、結果のフィードバックを行うなどCSRに

対する意識を醸成し、浸透・定着を図る取り組みを行っております。なお、企業理念および行動基準ならびにCSR

行 動 規 範 等 は 常 に 社 内 で 閲 覧 で き る 状 態 と し 社 内 周 知 す る と と も に 、 会 社 ホ ー ム ペ ー ジ

（URL:https://www.kds.info）においてもCSR行動規範等を掲載し、当社のCSRについての考え方を広く配信してお

ります。

・当社および当社子会社においては、内部通報規程を策定し、内部通報の制度を整備して法令違反その他の不適切事

象の早期発見に取り組んでおります。内部通報規程では、利用方法および通報者の不利益取扱いの禁止を含めた通

報者保護の内容を規定しており、実効性の向上を図っております。なお、内部通報制度の運用状況については、定

期的に取締役会へ報告を行っております。

・社会的責任の観点から反社会的勢力に対して毅然とした対応を行うようCSR行動規範へ規定し、反社会的勢力排除

に向けて周知徹底を図っております。

・CSR行動規範を推進するために、CSR調達ガイドラインを作成し、会社ホームページにおいて、広くサプライヤーへ

配信しております。

・労働環境の改善や事故・災害の予防を目的とし、安全管理部を設け、安全方針や基準を策定し、安全衛生諸法令の

遵守と、安全衛生確保に必要な教育・訓練を実施し、全社的な安全衛生活動を推進しております。
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・法令遵守の一環として、労働安全衛生法に基づき各拠点における労働安全衛生委員会を設置し、加えて全社会議体

として毎月１回労働安全衛生連絡会、ならびに四半期に１回全社労働安全衛生会議を開催することにより、安全衛

生の強化を図っております。

②当社および当社子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

1) 取締役の職務執行に係る情報については、取締役会規程および文書取扱規程等に基づき、その保存媒体に応じて適

切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、規定に定められた年限の管理を実施するものとする。 

2) 情報の重要性を認識し、経営情報・営業情報・技術情報等の情報資産を保護するための指針を定め、適切に管理す

るために各種規程の整備・見直しを実施するものとする。

＜②運用状況＞ 

・取締役会規程および文書取扱規程等に基づき、保存年限および所管部門を定めて、適切に保存および管理しており

ます。また、情報セキュリティの面でも情報セキュリティ基本方針等の社内規則を定めて、適切な管理強化を図っ

ております。

・定期的な情報セキュリティ自己点検チェックとフィードバックを実施することで、機密情報の取り扱いや不審メー

ルへの対応など、情報セキュリティに対する意識の向上にも努めております。

・情報資産の保護への取り組みの一環として、サイバー攻撃や未知のマルウェア検知や、HTTPS暗号化サイトへの対

応を強化するためにWEBセキュリティ対策ツールの強化を行っております。

③当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

1) 事業の継続・安定的発展を確保するためのリスク管理規程に従い、当社を取り巻く様々なリスクを識別し、そのリ

スクの把握と統合的管理を実施するものとする。

2) 不測の事態が発生した場合には、危機管理規程に従い、適切な処置を行うための対策本部を設置し、情報化時代に

対応したグローバルな企業集団としての危機管理体制の展開を実施するものとする。

3) 内部統制推進部門を定め、社内にリスク管理と一体となった内部統制システムを部門ごとに整備することとする。 

4) 内部監査部門を設置し、内部統制システムの有効性の評価・モニタリングを実施するものとする。

＜③運用状況＞ 

・当社では、全社リスク一覧表を策定の上、定期的に見直しを実施し、リスク対応活動を推進しております。

・危機管理マニュアルを策定しており、自然災害発生時の初動体制を整備するとともに、社内への周知徹底を図って

おります。また、地震や火災を想定した避難訓練も実施し、安全推進施策についても積極的に取り組んでおります。 

・自然災害やハードウェア障害、サイバー攻撃などによるデータ消失のリスクに対して情報システム緊急障害対応規

程を定めて、復旧手順の整備と有効性の評価を行っております。

・内部統制推進部門および内部監査部門により、内部統制システムの整備と運用状況を継続的にモニタリングしてお

り、必要に応じて、改善と是正を促す監視体制を整備しております。その内容については取締役会へ報告すること

により、内部統制およびリスク管理の実効性と質的向上を図っております。

④当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月１回定期的に開

催する他、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、経営方針および経営戦略に関わる重要事項については、常

務会における審議を経て取締役会で執行の決定を実施するものとする。

2)取締役および執行役員によって構成される経営会議を開催して、個別経営課題を実務的な観点から協議を実施する

ものとする。

3) 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務分掌規程、および職務権限規程において、それぞれ

の責任、執行手続きの詳細について定めることとする。

4) 短期および中長期の経営計画を策定し、進捗管理を行うことにより、経営の効率化を図るものとする。
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＜④運用状況＞ 

・取締役会規程等に基づき、第63期において取締役会を12回開催しております。また、取締役会開催に先立ち、常務

会を12回開催しております。さらに、経営会議を原則月１回開催し、個別経営課題を実務的な観点から協議してお

ります。

・取締役会の実効性を一層高めていくため、取締役会出席メンバーを対象としたアンケートを実施し、その結果分析・

評価を行い、さらなる取締役会の機能向上を目指し、取り組みを進めております。 

・経営目標および計画に対する進捗管理を行うため、四半期ごとに実績報告会を開催しております。

・10年長期経営計画「OCEAN+2戦略」を掲げ、会社全体で長期ビジョンを共有することで向かうべき方向を浸透させ、

実現に向けた取り組みを進めております。

⑤当社の子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制、その他の当該株式会社ならびにその親

会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

子会社ごとに責任担当者を決定し、事業の統括管理を図る。また、定期的に報告会を開催する他、適宜重要事項を

各子会社の代表者に報告させ、必要に応じて指導、改善を行うものとする。 

＜⑤運用状況＞ 

・当社の子会社に関しては当社各担当取締役および執行役員より指導および監督を行う他、四半期ごとの取締役会に

おいて財務部より生産子会社の業績報告を行わせるなど経営状況の適切な把握と計画に対する進捗確認を行って

おります。

⑥監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査等委員会は、当社使用人に対し、補助者として監査業務の補助を必要とする場合には、監査等委員会が適任と

認めた使用人を指名できるものとする。 

⑦監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性および当該使用人

に対する指示の実効性の確保に関する事項

前号の補助者の人事異動、評価および懲戒処分等は、監査等委員会の承認を得るものとする。なお、当該補助者は、

他の職務を兼任できるが当該補助業務を優先するものとし、当該補助業務につき監査等委員会の指揮命令に従わなけ

ればならない。 

⑧取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会

への報告に関する体制

1) 取締役会は監査等委員会に報告すべき事項を定める規程を監査等委員会と協議の上定め、取締役（監査等委員であ

る取締役を除く。）および使用人は上記規程に従い、監査等委員会へ報告するものとする。

2) 当社および当社子会社の役職員は、当社監査等委員会が選定する監査等委員から業務執行に関する事項について

報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。

3) 当社常勤監査等委員を通報窓口とする内部通報制度を設置し、子会社の使用人等が当社常勤監査等委員に直接報

告することができる制度を整備する。

⑨前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制

当社および当社子会社の内部通報に関する規程において、当社および当社子会社の役職員が当社常勤監査等委員に

対して直接通報を行うことができることを定めるとともに、当該通報をしたこと自体による解雇その他の不利益取り

扱いを禁止する旨規定する。 

⑩監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費

用または債務の処理に係る方針に関する事項
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1) 当社は監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の２第４項に基づく費用の前払い等の

請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に

必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

2) 当社は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年一定額の予算を設ける。

⑪その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

代表取締役と監査等委員会は必要に応じて意見交換会を開催するとともに、会計監査人と監査等委員会は定期的ま

たは随時に意見交換会を開催するものとする。 

＜⑥～⑪運用状況＞ 

・監査等委員会に関する事項については、監査等委員会規程を定めており、常に社内で閲覧できる状態にし、適切に

運用しております。

・監査等委員の職務の執行に必要な費用については、あらかじめ適切に予算計上がされ、速やかに費用支払いを行っ

ております。

・監査等委員会の監査の実効性を確保するため、監査等委員会への報告規程を定めており、適正に運用し、必要な報

告および情報提供を行っております。また、監査等委員が取締役会その他重要会議に出席することにより、必要な

情報を得て監査等委員の立場から積極的に発言をしております。

・監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見交換・情報共有を図り、監査の実効性の向上を図ってお

ります。

⑵ 会社の支配に関する基本方針

当社では、会社の財務および事業の方針の決定を支配するもののあり方に関する基本方針については、特に定めて

おりません。 

⑶ 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社では、会社法第459条第１項に基づき、剰余金の配当等を取締役会の決議により行う旨の定めを定款に設けてお

りませんので、該当事項はありません。
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（単位：千円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2025年4月 1日　期首残高 19,344,883 5,795,140 6,185,572 △ 182,714 31,142,881

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △ 890,133 △ 890,133

親会社株主に帰属する当期純利益 420,038 420,038

自己株式の取得 △ 327 △ 327

自己株式の処分 12,137 △ 14,020 14,060 12,178

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額）

－

連結会計年度中の変動額合計 － 12,137 △ 484,114 13,733 △ 458,243

2026年3月31日　期末残高 19,344,883 5,807,277 5,701,457 △ 168,980 30,684,638

その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

2025年4月 1日　期首残高 502,670 4,733,023 676,331 5,912,025 8,165,086 45,219,993

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △ 890,133

親会社株主に帰属する当期純利益 420,038

自己株式の取得 △ 327

自己株式の処分 12,178

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額）

87,825 2,160,696 176,262 2,424,784 763,748 3,188,533

連結会計年度中の変動額合計 87,825 2,160,696 176,262 2,424,784 763,748 2,730,289

2026年3月31日　期末残高 590,496 6,893,719 852,593 8,336,810 8,928,834 47,950,283

純資産合計

連結株主資本等変動計算書

2025年4月  1日から
2026年3月31日まで

株主資本

非支配株主持分

その他の包括利益累計額
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連結注記表 

1.連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の状況

連結子会社の数 13 社

主要な連結子会社の名称

（国内）株式会社九州大真空 

（海外）DAISHINKU(AMERICA)CORP.、大真空（香港）有限公司、DAISHINKU(SINGAPORE)PTE.LTD.、 

DAISHINKU(THAILAND)CO.,LTD.、DAISHINKU(DEUTSCHLAND)GmbH、上海大真空国際貿易有限公司、 

PT.KDS INDONESIA、天津大真空有限公司、加高電子股份有限公司、加高電子（深圳）有限公司、 

加高電子（東莞）有限公司、HARMONY ELECTRONICS（THAILAND）CO.,LTD. 

② 非連結子会社の状況

・非連結子会社の名称

DAISHINKU POLAND Sp.z o.o.

・連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため連結の適用

範囲から除外しております。

なお、DAISHINKU POLAND Sp.z o.o.は新たに 2025 年 10 月 7 日に設立されました。

(2) 持分法の適用に関する事項

① 持分法を適用した非連結子会社または関連会社の状況

・関連会社の名称

PT KXT ELECTRONICS INDONESIA

PT KXT ELECTRONICS INDONESIA は、重要性が増したため、当連結会計年度より持分法の適用範囲に含めて

おります。

② 持分法を適用していない非連結子会社または関連会社の状況

・非連結子会社の名称

DAISHINKU POLAND Sp.z o.o.

・持分法を適用しない理由

持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても

重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

なお、DAISHINKU POLAND Sp.z o.o.は新たに 2025 年 10 月 7 日に設立されました。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、天津大真空有限公司、加高電子股份有限公司、加高電子（深圳）有限公司、加高電子（東

莞）有限公司、HARMONY ELECTRONICS（THAILAND）CO.,LTD.、上海大真空国際貿易有限公司、DAISHINKU

（THAILAND）CO.,LTD.の決算日は 12 月 31 日、PT.KDS INDONESIA、DAISHINKU（AMERICA）CORP.、大真空（香

港）有限公司、DAISHINKU（SINGAPORE）PTE.LTD.、DAISHINKU（DEUTSCHLAND）GmbH、株式会社九州大真空は 3

月 31 日であります。 

連結計算書類の作成にあたっては連結子会社の決算日現在の計算書類を採用しております。なお上海大真

空国際貿易有限公司、DAISHINKU（THAILAND）CO.,LTD.、天津大真空有限公司、加高電子股份有限公司、

加高電子（深圳）有限公司、加高電子（東莞）有限公司、HARMONY ELECTRONICS（THAILAND）CO.,LTD.は 3月

31 日現在で決算に準じた仮決算を行った計算書類を基礎としております。 
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(4) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準および評価方法

イ. 有価証券

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法） 

その他有価証券

・市場価格のない

株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動

平均法により算定しております。） 

・市場価格のない

株式等

主として移動平均法による原価法 

ロ. デリバティブ 時価法 

ハ. 棚卸資産 主として総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）を採用しております。 

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産

（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は定率法（ただし、1998 年 4 月 1日以降に取得した建

物（附属設備を除く）並びに 2016 年 4 月 1日以降に取得した附属設備及び構築

物については定額法）を採用しております。 

在外連結子会社は、主として定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物 3～60 年 

機械装置及び運搬具 2～15 年 

ロ. 無形固定資産

（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内

における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。 

ハ. リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期

間を耐用年数とし、残存価額を残価保証額とする定額法を採用しております。 

使用権資産については、資産の耐用年数またはリース期間のうちいずれか短い

ほうの期間に基づく定額法を採用しております。 

③ 重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。 

ロ．賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上し

ております。 

ハ．役員賞与引当金 役員賞与の支出に備えて､支給見込額に基づき計上しております。なお、当連結

会計年度においては、支給見込額がないため計上しておりません。 

ニ．支払補償費引当金 当社製品に起因して顧客に生じた損失に対する補償の支払いに備えるため、個

別に将来の支払見込額を計上しております。 
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④ 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職

給付債務から年金資産（退職給付信託を含む）の額を控除した額を計上しております。なお、退職給付債務

の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基

準によっております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として 10 年）による定額法

により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主と

して 10 年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるそ

の他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

⑤ 重要なヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップにつ

いては特例処理によっております。 

また、為替予約が付されている外貨建債権債務等については振当処理を行っております。 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は次のとおりであります。 

ヘッジ手段…………………………金利スワップ、為替予約及び通貨オプション 

ヘッジ対象…………………………借入金、外貨建債権債務及び外貨建予定取引 

ハ．ヘッジ方針

ヘッジ対象に係る為替相場変動リスクおよび金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を、四半期ごとに比較し、両者

の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、振当処理の要件に該当する為替

予約及び特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。 

⑥ 収益及び費用の計上基準

商品又は製品の販売に係る収益は、製造による販売であり、顧客との契約に基づいて商品又は製品を引き渡

す履行義務を負っております。当該履行義務は、商品又は製品を引き渡す一時点において、当該資産に対す

る支配が顧客へ移転され、充足されると判断しております。国内の販売については、出荷時から当該製品の

支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であることから、出荷時点で収益を認識しております。

なお、輸出取引については、貿易条件で定められた顧客への引き渡し時点で収益を認識しております。

2.収益認識に関する注記

(1) 収益の分解

当社グループの販売拠点に基づき分解した顧客との契約から生じる収益は次のとおりであります。

（単位：千円） 

日本 北米 欧州 中国 台湾 アジア 計 

顧客との契約か

ら生じる収益 
7,427,904 2,701,319 4,348,613 12,928,515 9,277,359 2,868,005 39,551,717 

その他の収益 - - - - - - - 

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

「1.連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 (4)会計方針に関する事項」の「⑥収益及び費用の計上

基準」に記載のとおりであります。 
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3.会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係

る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

棚卸資産の評価 

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

商品及び製品 5,623,468 千円、仕掛品 6,994,907 千円、原材料及び貯蔵品 11,980,434 千円

(2) 会計上の見積りの内容について、連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

棚卸資産の貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。

期末における正味売却価額が取得価額よりも下落している場合には、当該正味売却価額まで簿価を切り下げ

ております。また、一定期間滞留している棚卸資産については、将来の販売見込み等を考慮して評価額を見

積り、販売見込みが乏しいと判断されるものについて簿価の切り下げを行っております。これらの見積り

は、過去の販売実績や市場環境等に基づいて行っておりますが、将来の市場環境の変化や需要動向の変動等

により前提条件が変化した場合には、翌連結会計年度以降において追加の簿価切り下げが必要となる可能性

があります。

4.連結貸借対照表に関する注記

(1) 顧客との契約から生じた債権の金額

受取手形 563,912 千円 

売掛金 9,629,001 千円 

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 81,236,308 千円 

(3) 担保に供している資産

建物 45,235 千円 

土地 13,943 千円 

上記担保提供資産は子会社の金融機関借入に対する担保提供でありますが、当連結

会計年度末現在、対応債務はありません。 

(4) 受取手形及び電子記録債権裏書譲渡高 54,519 千円 

5.連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および数に関する事項

（単位：千株） 

当連結会計年度期首 

株式数 

当連結会計年度 

増加株式数 

当連結会計年度 

減少株式数 

当連結会計年度末 

株式数 

発行済株式 

普通株式 32,138 － － 32,138 

合計 32,138 － － 32,138 

自己株式 

普通株式 362 0 27 334 

合計 362 0 27 334 

(注) 1.普通株式の自己株式数の増加 0千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

2.普通株式の自己株式数の減少は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 27 千株および単元未満株式の売渡しに

よる減少 0千株です。

(2) 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2025 年 6 月 27 日開催の定時株主総会において次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

① 配当金の総額 444,872,554 円 

② １株当たり配当額 14 円 

③ 基準日 2025 年 3 月 31 日 

④ 効力発生日 2025 年 6 月 30 日 
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2025 年 11 月 12 日開催の取締役会において次のとおり決議しております。 

・普通株式の配当に関する事項

① 配当金の総額 445,260,844 円 

② １株当たり配当額 14 円 

③ 基準日 2025 年 9 月 30 日 

④ 効力発生日 2025 年 12 月 1 日 

(3) 当連結会計年度末日後に行う剰余金の配当に関する事項

2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会において次のとおり付議する予定であります。

・普通株式の配当に関する事項

① 配当金の総額 445,255,020 円 

② 配当金の原資 利益剰余金 

③ １株当たり配当額 14 円 

④ 基準日 2026 年 3 月 31 日 

⑤ 効力発生日 2026 年 6 月 29 日 

6.金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調

達しております。 

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。ま

た、投資有価証券は主として株式及び満期保有目的の債券であり、定期的に時価や発行体の財務状況等の

把握を行っております。 

借入金の使途は運転資金（主として短期）および設備投資資金（長期）であります。なお、デリバティブは

社内ルールに従い、実需の範囲で行うこととしております。 

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2026 年 3 月 31 日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額について

は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません（（注）をご参照

ください）。また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金、短期借

入金、未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。 

（単位：千円） 

連結貸借対照表 

計上額（※１） 
時価（※１） 差額 

① 投資有価証券 3,353,735 3,356,552 2,816 

② 長期借入金（※２） (21,668,399) (21,512,099) 156,300 

③ デリバティブ取引（※３） (14,528) (14,528) － 

（※１）負債に計上されているものについては、（  ）で示しております。 

（※２）長期借入金には、一年内返済予定の長期借入金が含まれております。 

（※３）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と 

なる項目については、（  ）で示しております。 

（注）市場価格のない株式等 

（単位：千円） 

区分 連結貸借対照表計上額 

  非上場株式 131,862 
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(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに

分類しております。 

レベル 1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル 2の時価：レベル 1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル 3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（単位：千円） 

区分 
時価 

レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計 

投資有価証券 

その他有価証券 

 株式 1,340,886 － － 1,340,886 

デリバティブ取引 

通貨関連 － (14,528) － (14,528) 

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（単位：千円） 

区分 
時価 

レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計 

投資有価証券 

満期保有目的の債券 

 公社債 － 2,015,665 － 2,015,665 

長期借入金 － 21,512,099 － 21,512,099 

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

投資有価証券 

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価を

レベル 1 の時価に分類しております。公社債については、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価

格によっており、レベル 2 の時価に分類しております。 

デリバティブ取引 

為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定してお

り、レベル 2 の時価に分類しております。 

長期借入金 

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在

価値法により算定しており、レベル 2の時価に分類しております。 
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7.１株当たり情報に関する注記 

(1) 1 株当たり純資産額 1,226 円 94 銭 

(2) 1 株当たり当期純利益 13 円 21 銭 

（注） 1 株当たり当期純利益の算定上の基礎 

親会社株主に帰属する当期純利益 420,038 千円 

普通株主に帰属しない金額 －千円 

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 420,038 千円 

普通株式の期中平均株式数 31,797 千株 

※ 連結計算書類の記載金額は、それぞれ表示単位未満切り捨てにより表示しております。
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　   （資産の部） 　千円 　   （負債の部） 　千円

 流 動 資 産 24,371,079  流 動 負 債 28,976,821

現 金 及 び 預 金 5,092,678 買 掛 金 3,811,009

受 取 手 形 192,376 短 期 借 入 金 15,457,174

売 掛 金 5,469,124 一年内返済予定の長期借入金 4,901,092

商 品 及 び 製 品 2,505,310 未 払 金 3,236,533

仕 掛 品 4,132,133 未 払 費 用 283,429

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 5,482,782 未 払 法 人 税 等 243,931

前 払 費 用 61,121 預 り 金 38,211

そ の 他 1,438,554 賞 与 引 当 金 548,017

貸 倒 引 当 金 △ 3,001 支 払 補 償 費 引 当 金 222,603

貸 倒 引 当 金 契 約 負 債 475

そ の 他 234,343

 固 定 資 産 47,477,374  固 定 負 債 11,421,432

　有形固定資産 24,099,129 長 期 借 入 金 11,251,692

建 物 8,112,133 繰 延 税 金 負 債 146,645

構 築 物 133,310 資 産 除 去 債 務 23,094

機 械 及 び 装 置 3,058,066

車 両 運 搬 具 1,124 負　　債　 合　 計 40,398,253

工 具 、 器 具 及 び 備 品 718,513 　　（純資産の部）

土 地 4,513,971  株 主 資 本 30,859,703

建 設 仮 勘 定 7,562,008  資   本   金 19,344,883

　無形固定資産 705,756  資 本 剰 余 金 5,793,637

ソ フ ト ウ エ ア 684,072 資 本 準 備 金 5,781,500

電 話 加 入 権 12,591 その他資本剰余金 12,137

そ の 他 9,092  利 益 剰 余 金 5,890,163

　投資その他の資産 22,672,488 そ の 他 利 益 剰 余 金 5,890,163

投 資 有 価 証 券 1,349,872 繰 越 利 益 剰 余 金 5,890,163

関 係 会 社 株 式 19,629,441  自   己   株   式 △ 168,980

関 係 会 社 出 資 金 1,137,357  評価・換算差額等 590,496

前 払 年 金 費 用 441,569 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 590,496

そ の 他 142,048 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 30,859,703

貸 倒 引 当 金 △ 27,800
31,450,200

71,848,453 71,848,453

貸　 　借 　対　 　照　 　表

（2026年3月31日現在）

資　産　合　計 負債及び純資産合計
純　資　産　合　計

金　 　額 科　 　目科　 　目 金　 　額
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科　 　目 　金　   　額

　千円 　千円

　売　上　高 30,697,866

　売　上　原　価 25,151,731

    　売 上 総 利 益 5,546,134

 販売費及び一般管理費 4,481,210

     　営   業   利　益 1,064,924

　営  業  外  収  益

　受取利息及び配当金 254,264

　為替差益 443,976

　その他 218,475 916,717

　営  業  外  費  用

　支払利息 243,439

　支払補償費 996,548

　賃貸費用 75,770

　その他 35,187 1,350,946

  　経   常   利　益　 630,695

　特   別   利   益

　　固定資産売却益 18 18

　特   別   損   失

　　固定資産除売却損 13,847 13,847

 税 引 前 当 期 純 利 益 616,865

     法人税、住民税及び事業税 181,105

      過年度法人税等 74,656

      法 人 税 等 調 整 額 38,671 294,433

    当　期　純　利　益 322,431

損　 　益　 　計　 　算　 　書

2025年4月  1日から

2026年3月31日まで
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（単位：千円）

その他
利益剰余金

繰越利益
剰余金

2025年4月1日　期首残高 19,344,883 5,781,500 - 5,781,500 6,471,885 6,471,885 △ 182,714 31,415,554

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △ 890,133 △ 890,133 △ 890,133

当期純利益 322,431 322,431 322,431

自己株式の取得 △ 327 △ 327

自己株式の処分 12,137 12,137 △ 14,020 △ 14,020 14,060 12,178

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

－

事業年度中の変動額合計 － － 12,137 12,137 △ 581,721 △ 581,721 13,733 △ 555,850

2026年3月31日　期末残高 19,344,883 5,781,500 12,137 5,793,637 5,890,163 5,890,163 △ 168,980 30,859,703

その他
有価証券

評価差額金

評価・換算
差額等合計

2025年4月1日　期首残高 299,424 299,424 31,714,978

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △ 890,133

当期純利益 322,431

自己株式の取得 △ 327

自己株式の処分 12,178

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

291,072 291,072 291,072

事業年度中の変動額合計 291,072 291,072 △ 264,778

2026年3月31日　期末残高 590,496 590,496 31,450,200

純資産合計

評価・換算差額等

株主資本等変動計算書

2025年4月  1日から
2026年3月31日まで

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計
資本準備金

その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

利益剰余金
合計
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個別注記表 

1.重要な会計方針

(1) 資産の評価基準および評価方法

① 有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

・市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により 

算定しております。） 

・市場価格のない株式等

移動平均法による原価法 

② 棚卸資産

商品・製品・仕掛品・原材料・貯蔵品 

総平均法による原価法 

なお、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定して 

おります。 

(2) 減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年4

月1日以降に取得した附属設備及び構築物は定額法）を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 
建物及び構築物 3～60年 

機械装置及び運搬具 2～8年 
② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づ

く定額法を採用しております。 

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間を耐用 

年数とし、残存価額を残価保証額とする定額法を採用しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、 

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計 

上しております。 
② 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しておりま

す。 
③ 役員賞与引当金 役員賞与の支出に備えて、支給見込額に基づき計上しております。 

なお、当事業年度においては支給見込額がないため計上しておりません。 

④ 支払補償費引当金 当社製品に起因して顧客に生じた損失に対する補償の支払いに備えるため、個別に将来

の支払見込額を計上しております。 

⑤ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産

（退職給付信託を含む）の見込額に基づき、計上しております。なお、退職給付債務の

算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっております。 

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）に

よる定額法により費用処理しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額法により按分した金額をそれぞれ発生の翌事業年度から費

用処理することとしております。 
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(4) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法 原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている 

金利スワップについては特例処理によっております。 

また、為替予約が付されている外貨建債権債務等については振当処理を行っております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象

当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は次のとおりであります。 

ヘッジ手段…………………………金利スワップ、為替予約及び通貨オプション 

ヘッジ対象…………………………借入金、外貨建債権債務及び外貨建予定取引 

③ ヘッジ方針 ヘッジ対象に係る為替相場変動リスクおよび金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジ

しております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を、四半期ごと

に比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、

振当処理の要件に該当する為替予約及び特例処理によっている金利スワップについては、

有効性の評価を省略しております。

(5) 収益及び費用の計上基準

商品又は製品の販売に係る収益は、製造による販売であり、顧客との契約に基づいて商品

又は製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、商品又は製品を引き渡

す一時点において、当該資産に対する支配が顧客に移転され、充足されると判断しており

ます。国内の販売については、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期

間が通常の期間であることから、出荷時点で収益を認識しております。なお、輸出取引に

ついては、貿易条件で定められた顧客への引き渡し時点で収益を認識しております。

2.収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「2.収益認識に関する注記」に同一の

内容を記載しているため、注記を省略しております。

3.会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に重

要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

棚卸資産の評価

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

商品及び製品 2,505,310 千円、仕掛品 4,132,133 千円、原材料及び貯蔵品 5,482,782 千円

(2) 会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報

(1) の金額の算定方法は、連結注記表「3．会計上の見積りに関する注記」の内容と同一であります。

4.貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 35,824,355千円 

(2) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 3,856,797千円 

短期金銭債務 4,298,982千円 

(3) 受取手形裏書譲渡高 54,519千円 
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5.損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

営業取引の取引高

売上高 26,539,722千円 

仕入高 15,479,815千円 

その他営業取引高 54,991千円 

営業取引以外の取引高 531,486千円 

(2) 期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、次の棚卸資産評価損が

売上原価に含まれております。

△73,935千円

6.株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類および数に関する事項

（単位：千株） 

当事業年度期首 

株式数 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度末 

株式数 

自己株式 

普通株式 362 0 27 334 

合計 362 0 27 334 

(注) 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加 0千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

2. 普通株式の自己株式数の減少は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 27 千株および単元未満株式の売渡しに

よる減少 0千株です。

7.税効果会計に関する注記

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産 

関係会社株式評価損 2,356,706千円 

固定資産評価損 542,080千円 

棚卸資産評価損 365,642千円 

賞与引当金 172,625千円 

支払補償費引当金 70,120千円 

税務上の繰越欠損金 24,975千円 

退職給付信託設定額 57,378千円 

退職給付信託運用益 51,264千円 

未払社会保険料 27,065千円 

未払事業税 35,411千円 

その他 61,921千円 

繰延税金資産小計 3,765,191千円 

評価性引当額 △3,434,052千円

繰延税金資産合計 331,139千円 

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △259,934千円

退職給付信託設定益 △78,292千円

その他 △139,557千円

繰延税金負債合計 △477,784千円

繰延税金資産（負債）の純額 △146,645千円
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8.関連当事者との取引に関する注記

関連当事者との重要な取引は次のとおりであります。

属性 
会社等 

の名称 
所在地 

資本金 

または 

出資金 

事業の 

内容 

議決権

等の所

有割合 

関係内容 
取引の 

内容 

取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高 

(千円) 役員の 

兼任等 

事業上 

の関係 

子会社 大真空(香港) 

有限公司 

香港 千 HK$ 

92,400 

水晶製品

事業 

直接 

100.0% 

兼任 

0 人 

当社製品の購入 水晶製品 

の販売 

5,334,702 売掛金 610,331 

子会社 PT.KDS 

INDONESIA 

インド

ネシア

千 US$ 

27,900 

水晶製品

事業 

直接 

100.0% 

兼任 

0 人 

当社材料の購入および

当社への製品の販売 

水晶製品 

の購入 

6,658,902 買掛金 1,315,949 

子会社 天津大真空 

有限公司 

中国 千元 

686,325 

水晶製品

事業 

直接 

100.0% 

兼任 

1 人 

当社材料の購入および

当社への製品の販売 

水晶製品 

の購入 

3,221,729 買掛金 307,591 

半製品・設

備等の販売 

1,488,546 売掛金 122,784 

補償金の支

払い※2 

243,177 未払金 43,501 

子会社 ㈱九州大真空 宮崎県 

児湯郡 

千円 

20,000 

水晶製品

事業 

直接 

100.0% 

兼任 

0 人 

当社材料の購入および

当社への製品の販売 

設備の 

賃貸 

60,972 ― ― 

子会社 加高電子 

股份有限公司 

台湾 千 NT$ 

1,070,412 

水晶製品

事業 

直接 

50.4% 

兼任 

2 人 

当社材料の購入および

当社への製品の販売 

水晶製品 

の購入 

4,590,751 買掛金 538,319 

水晶製品 

等の販売 

4,100,101 売掛金 971,561 

子会社 上海大真空 

国際貿易有限公司 

中国 千元 

58,516 

水晶製品

事業 

直接 

100.0% 

兼任 

0 人 

当社製品の購入 水晶製品 

の販売 

5,793,888 売掛金 591,943 

子会社 DAISHINKU 

(DEUTSCHLAND)GmbH 

ドイツ 千 EUR 

127 

水晶製品

事業 

直接 

100.0% 

兼任 

0 人 

当社製品の購入 水晶製品 

の販売 

3,666,619 売掛金 600,738 

子会社 DAISHINKU 

(AMERICA)CORP. 

米国 千 US$ 

1,500 

水晶製品

事業 

直接 

100.0% 

兼任 

0 人 

当社製品の購入 水晶製品 

の販売 

2,117,259 売掛金 233,107 

（注）取引条件および取引条件の決定方針等 

※1 価格その他の取引条件については、市場実勢を参考に算定した価格、ならびに当社の製造原価を基に交渉の上、決定しております。

※2 補償金の支払いについては、当社製品または供給に起因して発生した損失の内容および金額を基に交渉の上、決定しております。

9.1 株当たり情報に関する注記 

(1) １株当たり純資産額 988円88銭

(2) １株当たり当期純利益 10円14銭

（注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

当期純利益 322,431千円

普通株主に帰属しない金額 －千円

普通株式に係る当期純利益 322,431千円

普通株式の期中平均株式数 31,797千株

※ 計算書類の記載金額は、それぞれ表示単位未満切り捨てにより表示しております。
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独立監査人の監査 報告書 

2026 年５月 13 日 

株式会社大真空 

取締役会 御中 

SCS国際有限責任監査法人 

大阪事務所 

指定有限責任社 員 
業 務 執 行 社 員 

公認会計士 梅 田  佳 成 

指定有限責任社 員 
業 務 執 行 社 員 

公認会計士 山 林 貴 裕 

監査意見 

当監査法人は、会社法第 436 条第２項第１号の規定に基づき、株式会社大真空の 2025 年４月１日から 2026 年

３月 31 日までの第 63 期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び

個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。 

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我

が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に

従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示

することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締

役の職務の執行を監視することにある。 

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の

記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、

また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実

を報告することが求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 
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計算書類等の監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意

見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計

算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる

十分かつ適切な監査証拠を入手する。

 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ

スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す

る。 

 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠

に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ

るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計

算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない

場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書

日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく

なる可能性がある。

 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基

礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行

う。 

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じ

ている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容に

ついて報告を行う。 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
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